
国 民 健 康 保 険 制 度 の お 知 ら せ国 民 健 康 保 険 制 度 の お 知 ら せ
　令和２年度の国民健康保険税が決定し、７月中旬に世帯主の方（納税義務者は世帯主）へ送付しますのでご確認ください。
昨年度まで特別徴収（年金から天引き）で納付していた方も、世帯構成の変更や所得の関係で普通徴収（納付書または口座振替）
に変更になる場合があります。徴収方法は通知書に記載されていますので、納め忘れのないようにご注意ください。

納付月 ７月 ８月 ９月 10 月

納　期 １期 ２期 ３期 ４期

納期限 ７月 31 日（金）８月 31 日（月）９月 30 日（水）11 月２日（月）

納付月 11 月 12 月 １月 ２月

納　期 ５期 ６期 ７期 ８期

納期限 11 月 30 日（月）12 月 25 日（金） 令和３年
２月１日（月） ３月１日（月）

普通徴収 ～納付月と納期限について～

※１ 納期限は納付月の末日です。末日が休日の場合は翌営業日になります。
（12 月のみ 25 日）

※２ ７月から翌年２月までの、全８期での納付となります。

●納付書で納められる方
　納付書裏面に記載されている納付場所にてお支
払いをお願いします。なお、納期限内であればコ
ンビニエンスストア・スマートフォンアプリでの
納付も可能です。
　対応アプリ
　・Pay Pay（Pay Pay 残高払いのみ）
　・LINE Pay
●口座振替の方
　納期限日に振替となります。口座の残高が不足
していると振替ができませんので、納期限前日ま
でに残高の確認をお願いします。また、振替不能
の場合再振替はできません。後日納付書を発送し
ますので、金融機関等でお支払いをお願いします。
●特別徴収（年金から天引き）の方
　仮徴収の４月・６月・８月と本徴収の 10 月・
12 月・翌年２月の年６回での納付（年金から天
引き）となります。

～納付方法について～

軽減割合 軽減判定の基準となる所得金額
（世帯主と国保の加入者、国保から後期高齢者医療制度へ移った方の前年所得の合計額）

７割 33 万円以下の世帯

５割 ≪ 33 万円 ＋ （28.5 万円×国保加入者全員と国保から後期高齢者医療制度へ移った方の合計数）≫以下の世帯

２割 ≪ 33 万円 ＋ （52 万円×国保加入者全員と国保から後期高齢者医療制度へ移った方の合計数）≫以下の世帯

●所得申告について
　所得の申告（または簡易申告）をしていないと、国保税の正確な算定や軽減
等の判定（下表）ができません。所得のない方も忘れずに申告をお願いします。

保 険 税 は 納 付 手 続 き が 簡 単 な 口 座 振 替 で !!保 険 税 は 納 付 手 続 き が 簡 単 な 口 座 振 替 で !!
役場では保険税を納めに行く手間が省けたり、納め忘れがない、安心・便利・確実な口座振替を推奨しています。

指定の金融機関
・常陽銀行
・水郷つくば農業協同組合
・みずほ銀行
・三井住友銀行
・水戸信用金庫
・ゆうちょ銀行

　申し込みの手続きは、左記指定金融機関へ直接お申し込みくだ
さい。保険税の納付方法について、不明な点などありましたら役
場までお問い合わせください。

申し込み方法

●口座の情報がわかるもの
●通帳の届け出印

手続きに必要な物

自動的に払い込まれるので、
納め忘れることがない！

安 心 確 実
一度手続きすれば、自動的に

毎年度更新される！

便 利
納期のたびに金融機関などに

行く必要がない！

１. 令和２年度納税通知書および決定通知書（納付書）について！

２. 国民健康保険証の更新時期です！
～ 7 月末までに新しい保険証を郵送します～
　現在、皆さんが使用している国民健康保険被保険者証の有効期限は、７月 31 日（金）までとなっています。８月１日からは新
しく更新された保険証をお使いください。※〇で囲んだ部分が変わりますので確認のうえ、お使いください。

新しい保険証が届いたら…
　保険証の記載内容を確認してください。記載内容に誤りがあった場合は、保険年金課までご連絡ください。

古い保険証は…
　８月になりましたら誤って使用することのないよう、保険年金課へ返却していただくか、ご自身で裁断し破棄されますよう
お願いいたします。

～ 70 歳以上 75 歳未満の方へ～
　「被保険者証」と「高齢受給者証」が一体化した「国民健康保険被保険者証兼高齢受
給者証」を郵送します。
　毎年８月からの医療機関での負担割合等を前年の所得（今回は令和元年中の所得）
から判定します。医療機関では、患者の負担割合を高齢受給者証で確認しますので、
窓口では忘れずに提示しましょう。

▲国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

※国民健康保険ではなくなった場合は、お届けください。

旧 新

３. 限度額適用認定証の更新時期です！
　現在お持ちの「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担
額減額認定証」の有効期限は７月 31 日（金）までです！
　８月１日（土）以降も必要とされる方、新たに交付を希望さ
れる方は保険年金課にて申請をお願いします。

～限度額適用認定証について～
「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認
定証」は、医療機関で高額な医療費がかかる場合に、国民健
康保険証と一緒に提示することで窓口での支払いが自己負担
限度額 ( 食事代、差額ベッド代などは対象外 ) までとなります。

～保険税に未納がある場合～
　「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を交付する事ができません。
　また、国保加入者の中で令和２年度 ( 令和元年中 ) の所得の
未申告者がいる場合は、負担区分の正しい判定ができないた
め申告をする必要がありますので、ご確認をお願いします。

申請が必要な方と申請に必要なもの

※上記に該当しない方については、医療機関の窓口で、国保の保険証の
みの提示で所得の区分が確認できるため、認定証の交付はされません。

70 歳未満の方 所得の区分に関係なく更新・交付対象とな
ります。

70 歳～
74 歳の方

①国保の保険証の負担割合が３割の方で、
かつ、課税所得が 145 万円～ 689 万円
の方

②住民税非課税世帯の方

申請に
必要なもの

・申請する方の国民健康保険証
・世帯主の印鑑

( 朱肉を使って押印するもの )
・世帯主および対象者のマイナンバーが確認

できるもの
・本人確認書類 ( 運転免許証など )

・委任状 ( 別世帯の方が申請の場合 )

問い合わせ先　役場保険年金課　国民健康保険係　☎６８－２２１１（内線１７２）
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